
所 得 税 ・ 住 民 税 の 所 得 控 除 一 覧 表                     【Ｒ８】 
税目 

控除項目 所  得  税 住  民  税 

１．雑損控除 
「損害金額 － 保険金などで補填される金額」＝ 「Ａ」 の金額を基として計算した、次の①と②のいずれか多い方の金額 

① 「Ａ」の金額  － （総所得金額等の合計額×10％）   ② 「Ａ」の金額のうち災害関連支出の金額 －  5 万円 

２．医療費控除 

 (３と選択適用) 

（支払った医療費の額 － 保険金などで補填される金額） － （10 万円と「総所得金額等の合計額の 5％」のいずれか 

                             少ない方の金額）        （最高限度額 200 万円） 

３．セルフメディケー

ション税制 

(２と選択適用) 

支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額－保険金などで補填される金額－12,000 円  

(最高限度額 88,000 円) 

※一定の取組(予防接種等)が確認できる書類(領収書等)も必要となります。 

４．社会保険料控除 支 払 っ た 金 額 の 全 額                       

５．小規模企業共済掛

金等控除 
支 払 っ た 金 額 の 全 額                       

６．生命保険料控除 

○ 平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約（旧契約） 

・支払った保険料が 25,000 円まではその金額 

・25,000 円～50,000 円までの保険料×1/2＋12,500 円 

・50,000 円～100,000 円までの保険料×1/4＋25,000 円 

・100,001 円以上は一律 50,000 円 

※個人年金保険料は上記による額を別に加算します。 

○ 平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約（新契約） 

・支払った保険料が 20,000 円まではその金額 

・20,000 円～40,000 円までの保険料×1/2＋10,000 円 

・40,000 円～80,000 円までの保険料×1/4＋20,000 円 

・80,001 円以上は一律 40,000 円 

※介護医療保険料・個人年金保険料は上記による額を別に加算

します。 

(注)各保険料控除の合計適用限度額は 120,000 円 

(注)一般生命保険料・個人年金保険料について新契約・旧契約の

両方について控除適用の場合は 40,000 円が限度 

○ 平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約（旧契約） 

・支払った保険料が 15,000 円まではその金額 

・15,000 円～40,000 円までの保険料×1/2＋7,500 円 

・40,000 円～70,000 円までの保険料×1/4＋17,500 円 

・70,001 円以上は一律 35,000 円 

※個人年金保険料は上記による額を別に加算します。 

○ 平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約（新契約） 

・支払った保険料が 12,000 円まではその金額 

・12,000 円～32,000 円までの保険料×1/2＋6,000 円 

・32,000 円～56,000 円までの保険料×1/4＋14,000 円 

・56,001 円以上は一律 28,000 円 

※介護医療保険料・個人年金保険料は上記による額を別に加算

します。 

(注)各保険料控除の合計適用限度額は 70,000 円 

(注)一般生命保険料・個人年金保険料について新契約・旧契約の

両方について控除適用の場合は 28,000 円が限度 

７．地震保険料控除 

① 地震保険 

・支払った保険料 最高 50,000 円 

 

② 旧長期保険（平成 18 年 12 月 31 日までに契約したもの） 

・支払った保険料 10,000 円まではその金額 

・10,001～ 20,000 円までの保険料×1/2＋5,000 円 

・20,001 円以上は一律 15,000 円 

◎両方ある場合 ①＋②の額 最高限度額 50,000 円 

 なお、1 枚の証明書で両方ある場合は合算できません。 

① 地震保険 

・50,000 円までの保険料×1/2  

・50,000 円以上は一律 25,000 円 

② 旧長期保険（平成 18 年 12 月 31 日までに契約したもの） 

・支払った保険料 5,000 円まではその金額 

・5,001～ 15,000 円までの保険料×1/2＋2,500 円 

・15,001 円以上は一律 10,000 円 

◎両方ある場合①＋②の額 最高限度額 25,000 円 

 なお、1 枚の証明書で両方ある場合は合算できません。 

８．寄付金控除 

対象となる寄附金（合計で 2,000 円を超えるもの） 

①国又は地方公共団体に対する寄附金 

（東日本大震災や豪雨災害に対する義援金が含まれる） 

②日本赤十字社などの公益社団法人に対する寄附金 

③社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金 

その他、認定ＮＰＯ法人や政治活動に関する寄附金など 

※寄付金の受領書を持参してください。 

対象となる寄附金（合計で 2,000 円を超えるもの） 

①地方公共団体に対する寄附金 

（東日本大震災や豪雨災害に対する義援金が含まれる） 

②日本赤十字社福島県支部、福島県共同募金会に対する寄附金 

③社会福祉協議会等の条例で指定する団体に対する寄附金 

 

※寄付金の受領書を持参してください。 

９．障害者控除 

270,000 円（一般の障害者） 

400,000 円（特別障害者） 

750,000 円（同居特別障害者） 

260,000 円（一般の障害者） 

300,000 円（特別障害者） 

530,000 円（同居特別障害者） 

10．ひとり親控除 
350,000 円（本人の合計所得 500 万円以下で未婚、離別、死別で

子の扶養有） 

300,000 円（本人の合計所得 500 万円以下で未婚、離別、死別で

子の扶養有） 

11．寡婦控除 
270,000 円（本人の合計所得 500 万円以下で離別、死別で子以外

の扶養有又は死別で扶養無） 

260,000 円（本人の合計所得 500 万円以下で離別、死別で子以外

の扶養有又は死別で扶養無） 

12．勤労学生控除 

（合計所得 

85 万円以下） 

270,000 円 260,000 円 

13．配偶者控除 
 （合計所得金額 

   58 万円以下） 

本人の合計所得額 一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
　　　　　　　　　900万円以下 380,000円 480,000円
900万円超　　950万円以下 260,000円 320,000円
950万円超　1,000万円以下 130,000円 160,000円
1,000万円超 0円 0円  

本人の合計所得額 一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
　　　　　　　　　900万円以下 330,000円 380,000円
900万円超　　950万円以下 220,000円 260,000円
950万円超　1,000万円以下 110,000円 130,000円
1,000万円超 0円 0円  

14．配偶者特別控除 

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

58万円超　　95万円以下 380,000円 260,000円 130,000円
95万円超　　100万円以下 360,000円 240,000円 120,000円
100万円超　105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超　110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超　115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超　120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超　125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超　130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超　133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円
133万円超 0円 0円 0円

本人の合計所得額
配偶者の合計所得額

 

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

58万円超　　100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円
100万円超　105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超　110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超　115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超　120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超　125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超　130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超　133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円
133万円超 0円 0円 0円

配偶者の合計所得額
本人の合計所得額

 

裏面もご覧ください 



15．扶養控除 

 （合計所得金額 

   58 万円以下） 

380,000 円（一般の控除対象扶養親族：16～18 歳、23～69 歳） 

630,000 円（特定の扶養親族：19～22 歳） 

480,000 円（老人扶養：70 歳以上） 

580,000 円（同居老親等：70 歳以上） 

330,000 円（一般の控除対象扶養親族：16～18 歳、23～69 歳） 

450,000 円（特定の扶養親族：19 歳～22 歳） 

380,000 円（老人扶養：70 歳以上） 

450,000 円（同居老親等：70 歳以上） 

16．特定親族 

特別控除 

特定親族の合計所得額 控除額
58万円超　 85万円以下 630,000円
85万円超　 90万円以下 610,000円
90万円超　95万円以下 510,000円
95万円超　100万円以下 410,000円
100万円超　105万円以下 310,000円
105万円超　110万円以下 210,000円
110万円超　115万円以下 110,000円
115万円超　120万円以下 60,000円
120万円超　123万円以下 30,000円  

特定親族の合計所得額 控除額
58万円超　 85万円以下
85万円超　 90万円以下
90万円超　95万円以下
95万円超　100万円以下 410,000円
100万円超　105万円以下 310,000円
105万円超　110万円以下 210,000円
110万円超　115万円以下 110,000円
115万円超　120万円以下 60,000円
120万円超　123万円以下 30,000円

450,000円

 

17．基礎控除 

　　　　　　　　　　　　132万以下 950,000円
132万円超　　　　336万円以下 880,000円
336万円超　　　　489万円以下 680,000円
489万円超　　　　655万円以下 630,000円
655万円超　　　2,350万円以下 580,000円
2,350万円超　　2,400万円以下 480,000円
2,400万円超　　2,450万円以下 320,000円
2,450万円超　　2,500万円以下 160,000円

合計所得額 基礎控除額

 

　　　　　　　　　　　　132万以下
132万円超　　　　336万円以下
336万円超　　　　489万円以下
489万円超　　　　655万円以下
655万円超　　　2,350万円以下
2,350万円超　　2,400万円以下
2,400万円超　　2,450万円以下 290,000円
2,450万円超　　2,500万円以下 150,000円

合計所得額 基礎控除額

430,000円

 

18．白色事業 

   専従者控除 

専従者一人につき、次のいずれかの低い金額を控除する。 

１、配偶者 860,000 円、 配偶者以外 500,000 円 

２、（事業所得金額） ÷ （専従者の数＋１） 

19．令和７年度 

税制改正 

について 

（今年からの 

変更点まとめ） 

令和７年度税制改正により昨年度から以下の部分が変更となっております。ご留意ください。 

 

１、基礎控除の見直し 

 合計所得に応じた基礎控除額が「所得税のみ」引き上げとなりました。引き上げ後の基礎控除額は上記「17．基礎控除」の項目を

ご確認ください。 

 

２、給与所得控除の見直し 

 給与所得について、55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。比較については以下のとおりです。 

改正後 改正前

                         162万5,000円以下 550,000円
162万5,000円超　　180万円以下 その収入金額×40％－100,000円

180万円超　        　190万円以下

190万円超　       　360万円以下
360万円超　       　660万円以下 その収入金額×20％＋440,000円
660万円超　       　850万円以下 その収入金額×10％＋1,100,000円
850万円超 1,950,000円

給与の収入金額
給与所得控除額

650,000円

その収入金額×30％　＋80,000円

改正なし

 
 

３、特定親族特別控除の創設 

 扶養親族とならない所得がある大学生世代（19 歳以上 23 歳未満）の親族について、所得が 58 万円超～123 万円未満であれば、段

階的に一定の控除を受けることが出来る「特定親族特別控除」が新設されました。控除額については上記「16．特定親族特別控除」

の項目をご覧ください（配偶者、青色及び白色専従者を除きます）。 

 

４、扶養親族等の所得要件の改正 

 基礎控除及び給与所得控除の改正に伴い、扶養親族等の所得要件も改正となりました。比較については以下のとおりです。 

改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得額

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得額等

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得額 58万円超　133万円以下 48万円超　133万円以下
勤労学生の合計所得額 850,000円 750,000円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最
低保証額

650,000円 550,000円

580,000円 480,000円

扶養親族等の区分等
所得要件

 
 

５、給与所得者の非課税となる収入の上限について 

 「所得税のみ」基礎控除上限が引き上げとなったことで、非課税となる収入の上限額が変更となります。給与所得者の所得税及び

住民税の非課税となる収入金額は以下のとおりです。 

所得税 住民税 所得税 住民税

～93万円 かからない

～103万円

～160万円 かかる かかる

かからない

給与収入金額
改正後 改正前

かからない

かかる

かからない

 
上記のとおり、所得税が非課税でも住民税が課税となる場合があります。なお、給与収入以外で収入（年金、農業、不動産、譲渡

等）があった場合は必ずしも上記要件には当てはまりません。また扶養親族の人数、本人の状況（ひとり親、障害など）によって非

課税となる金額は異なります。 

 

（所得税法及び地方税法の改正により変更になる場合があります。） 

表面もご覧ください 


